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議案説明書 

こども福祉部 保育課 

提出議会：令和７年第６回定例会 

 

１ 案件名 

議案第１０１号 佐野市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の改正について 

 

 

２ 概要 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備

するため本条例を改正する。 

 

 

３ 理由、趣旨、目的、内容等 

  家庭的保育事業者等は、乳幼児の健康診査が行われた場合であって、それが利用

乳幼児に対する利用開始時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断の全部

又は一部に相当すると認められるときは、これらの全部又は一部を行わないことが

できるとされた。 

 

 

４ その他の事項 

  施行日 公布の日 

   

 

  


